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※今回設置する部会 

 

 

会議の進め方 

 

 

○ 田中副市長【会長】 

 ○ 会長が指名する区長（2018年度：東住吉区長） 

○ 関係する局長級職員（危機管理監、経済戦略局理事、 

市民局区政支援室長、都市計画局長、 

健康局長、環境局長、建設局長、港湾局長） 

＜事務局：建設局企画部及び市民局区政支援室＞ 

大 阪 市 自 転 車 活 用 推 進 会 議 
 

設置目的：交通安全の確保や環境負荷の低減、健康増進、観光振興などの視点から、 

自転車活用推進法に示された各施策について、調整及び連携を図る 

作業部会 

（課長級職員） 

必要に応じて関係するメンバーで 

作業部会を設置 

○本市における自転車活用の推進 

○本市自転車活用推進計画の策定 

 

2018（H30）年度 

○活用施策の連携、調整 

○計画のフォローアップ 

 

2019年度以降 

資 料２ 


